
奈良県の母子保健事業の取り組み方針～第８次奈良県保健医療計画（R6～11年度）に基づく施策体系～

（１） 妊産婦等への保健施策

• 妊娠、出産、産後における切れ目のない支援

• 産科医療機関との連携

• 包括的な支援体制の構築

（４） 生涯にわたる保健施策

• 不妊や不育症に悩む方への支援

• ライフステージに応じた健康課題に対する

相談体制の充実

• プレコンセプションケアの推進

（６） 疾病や障害をもつ子どもとその家族

に寄り添う支援

• 医療、福祉、教育分野と連携した支援体制

づくり

• 医療的ケアが必要な児の療養支援

（３） 学童期及び思春期における保健対策

• 妊娠・出産に関する正しい知識の普及

• １０代の心の健康づくり

主な事業

（５） 子育てやこどもを育てる家庭への支援

• 育児中の家庭の孤立化を防ぎ、地域全体

での子育て支援

• 男性の妊娠・出産に対する理解促進と育

児支援

（２） 乳幼児期における保健施策

• 乳幼児健康診査の体制の充実（精度管理の

向上）

• 疾病の早期発見と児童虐待の発生予防・早期

発見

• 関係機関との連携による相談支援の充実

●妊娠・出産包括支援事業

・周産期部会（県）、妊娠出産包括連絡会議（保健所）

●低出生体重児支援事業

・リトルベビーハンドブック活用

●母子保健基盤整備事業

・母子保健運営協議会（県）、母子保健推進会議（保健所）

・乳幼児健康診査従事者研修会

●新生児聴覚検査体制整備事業

・新生児聴覚検査検討会、研修会

●母子保健検査事業

・先天性代謝異常検査

・新生児マススクリーニングネットワーク会議

●性と健康の相談センター事業

・性と健康の相談センター（SNS相談）

・女性健康支援センター事業（保健所）

・健康教育、普及啓発

●不妊、不育症への支援事業

・不妊治療費助成を行う市町村への補助事業

・不育症検査費用助成

●小児慢性特定疾病対策・自立支援事業

・小児部会

・移行期医療支援センター体制整備

・医療的ケア児の災害の備え

・小児慢性特定疾病児童自立支援員の配置（県・保健所）

・相互交流支援事業

取り組むべき施策
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